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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　小型電子機器の第１の筐体と第２の筐体を相対的に開閉させるものであって、スライド
手段と、リンク手段と、フリクション手段とから成り、前記スライド手段を、前記第２の
筐体の裏面を覆って取り付けたスライドプレートと、このスライドプレートの両側部をそ
の両側部に設けた取付溝にスライド可能に取り付けて成る細い矩形状を呈したスライドベ
ース部材と、このスライドベース部材と前記スライドプレートとの間に弾設した弾性手段
とで構成し、前記リンク手段を、前記第１の筐体の後端部両側部に取り付けられた一対の
取付部材と、この各取付部材間に達しその一側端側を第１リンクピンを介して起倒可能に
取り付け、他側部側を第２リンクピンを介して前記スライドベース部材に回転可能に取り
付けると共に、チルトアップ時に前記第１の筐体の後部と第２の筐体の後部の間の間隙を
覆うことのできるジョイントアームとで構成し、前記フリクション手段を、第１の筐体側
へ取り付けた取付部材に第１リンクピンを介して回転可能に取り付けられたジョイントア
ームと、第２の筐体へ取り付けたスライドプレートをスライド可能に支持するスライドベ
ース部材に設けられた巻込み部と、ジョイントアームの自由端側に設けた連結部に固定さ
れて巻込み部に圧入された第２リンクピンとで構成したことを特徴とする、小型電子機器
の開閉装置。
【請求項２】
　前記スライド手段の弾性手段は、一対のスネークスプリングから成り、それぞれ前記ス
ライドベース部材の両端部に設けられた一対の取付片と前記スライドプレートに離間対向
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させて設けた一対の取付孔との間に各端部をそれぞれ取付ピンを介して弾設されているこ
とを特徴とする、請求項１に記載の小型電子機器の開閉装置。
【請求項３】
　前記スライド手段のスライドプレートは、前記スライドベース部材の各取付溝に取り付
けた摺動促進部材に設けられたガイド溝にスライド可能に取り付けられていることを特徴
とする、請求項１に記載の小型電子機器の開閉装置。
【請求項４】
　前記開閉装置はガイド手段を有し、このガイド手段は、スライドベース部材に取り付け
たベース部と、このベース部より延設させた支持腕部の先端に設けられ、前記取付部材に
設けたガイド溝へ摺動可能に挿入させたガイド部を有するガイド部材とで構成したことを
特徴とする、請求項１に記載の小型電子機器の開閉装置。
【請求項５】
　前記取付部材は、前記第１の筐体の上部両側部に設けた取付凹部内に取り付けられてお
り、この取付凹部を覆うカバーが設けられ、このカバーには前記ガイド部材の前記支持腕
部を挿通させる長溝が設けられていることを特徴とする、請求項１に記載の小型電子機器
の開閉装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５に各記載の開閉装置を、前記第１の筐体と第２の筐体の間に取り付けた
ことを特徴とする、小型電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、小型電子機器の第１の筐体と第２の筐体を互いに重なり合った状態から、ス
ライドさせて開閉するのに用いて好適な開閉装置並びにこの開閉装置を用いた小型電子機
器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、とくにポケット型コンピュータ、ＰＤＡ、電子辞書及び、携帯電話機といったよ
うな小型電子機器であって、上面にキーボード部を設けた略矩形状の第１の筐体と同じく
上面にディスプレイ部を設けた略矩形状の第２の筐体とを、互いに重なり合わせた閉成状
態から、短手方向へ相対的にスライドさせて第１の筐体の上面を露出させる開成状態を作
り出すスライド機構を用いた開閉装置が、下記する特許文献１により公知である。そして
、この特許文献１に記載の開閉装置は、開成動作終了時に第２の筐体の先端側を第１の筐
体に対して引き起こして傾斜させる（チルトアップとも言う）ためのヒンジ手段を備えて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１１３０６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１に記載の電子機器の開閉装置によれば、スライド手段による第１の筐体
に対する第２の筐体の開成動作の終了時において、第２の筐体の先端側をヒンジ手段によ
り引き起こして第１の筐体に対して傾斜させることができることから、第２の筐体のディ
スプレイ部に表示された画面が見易いといった利点があった。しかしながら、図１３に模
式的に示したように、（ａ）図から（ｃ）図の第１の筐体１００に対する第２の筐体１０
２のスライド動作時の状態においては、第１の筐体１００の回路基板１０１と第２の筐体
１０２の回路基板１０３間を電気的に接続するフレキシブルケーブル１０４は外部へ露出
しないが、（ｄ）図に示したように、第２の筐体１０２が第１の筐体１００に対してチル
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ト動作をしたときには、フレキシブルケーブル１０４が電子機器１０５の後ろ側へ露出し
てしまい体裁が悪いという問題があった。
【０００５】
　また、第２の筐体を第１の筐体に対するスライド動作終了時からチルトアップさせる場
合に、フリーストップに停止できることが使い勝手が良くなることから望まれている。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、上述した第１の筐体と第２の筐体をスライド手段を用いてス
ライド動作させて開成状態とさせた後、第２の筐体を第１の筐体に対してさらにチルトア
ップさせる場合に、第２の筐体を第１の筐体に対して後方へさらに若干スライドさせつつ
チルトアップさせて、小型電子機器の後部からケーブルが見えないように覆い隠すことが
できた上で、チルトアップ動作時に任意のチルト角度で停止できるように構成した小型電
子機器の開閉装置並びにこの開閉装置を用いた小型電子機器を提供せんとするにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を達成するために本発明は、小型電子機器の第１の筐体と第２の筐体を相
対的に開閉させるものであって、スライド手段と、リンク手段と、フリクション手段とか
ら成り、前記スライド手段を、前記第２の筐体の裏面を覆って取り付けたスライドプレー
トと、このスライドプレートの両側部をその両側部に設けた取付溝にスライド可能に取り
付けて成る細い矩形状を呈したスライドベース部材と、このスライドベース部材と前記ス
ライドプレートとの間に弾設した弾性手段とで構成し、前記リンク手段を、前記第１の筐
体の後端部両側部に取り付けられた一対の取付部材と、この各取付部材間に達しその一側
端側を第１リンクピンを介して起倒可能に取り付け、他側部側を第２リンクピンを介して
前記スライドベース部材に回転可能に取り付けると共に、チルトアップ時に前記第１の筐
体の後部と第２の筐体の後部の間の間隙を覆うことのできるジョイントアームとで構成し
、前記フリクション手段を、第１の筐体側へ取り付けた取付部材に第１リンクピンを介し
て回転可能に取り付けられたジョイントアームと、第２の筐体へ取り付けたスライドプレ
ートをスライド可能に支持するスライドベース部材に設けられた巻込み部と、ジョイント
アームの自由端側に設けた連結部に固定されて巻込み部に圧入された第２リンクピンとで
構成したことを特徴とする。
【０００８】
　本発明はまた、前記スライド手段の弾性手段は、一対のスネークスプリングから成り、
それぞれ前記スライドベース部材の両端部に設けられた一対の取付片と前記スライドプレ
ートに離間対向させて設けた一対の取付孔との間に各端部をそれぞれ取付ピンを介して弾
設されていることを特徴とする。
【０００９】
　本発明はまた、前記スライド手段のスライドプレートは、前記スライドベース部材の各
取付溝に取り付けた摺動促進部材に設けられたガイド溝にスライド可能に取り付けられて
いることを特徴とする。
【００１０】
　本発明はさらに、前記開閉装置はガイド手段を有し、このガイド手段は、スライドベー
ス部材に取り付けたベース部と、このベース部より延設させた支持腕部の先端に設けられ
、前記取付部材に設けたガイド溝へ摺動可能に挿入させたガイド部を有するガイド部材と
で構成したことを特徴とする。
【００１１】
　本発明はさらに、前記取付部材は、前記第１の筐体の上部両側部に設けた取付凹部内に
取り付けられており、この取付凹部を覆うカバーが設けられ、このカバーには前記ガイド
部材の前記支持腕部を挿通させる長溝が設けられていることを特徴とする。
【００１２】
　そして、本発明は、上記各構成の開閉装置を、前記第１の筐体と第２の筐体の間に取り
付けた小型電子機器である。
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【発明の効果】
【００１３】
　　本発明によれば、第２の筐体を第１の筐体に対してスライド手段を介して相対的に水
平方向へスライドさせて開閉することができた上で、スライド動作終了時に第２の筐体を
第１の筐体に対して若干さらに後方へスライドさせつつチルトアップさせることができる
ことから、手元が広くなり、使用者が見やすい任意の傾斜角度で第２の筐体を停止させる
ことができ、さらに、チルトアップ時に小型電子機器の後ろ側からケーブルなどが露出し
て外部から見えないようにすることができるという効果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明に係る開閉装置を用いた小型電子機器の斜視図である。
【図２】本発明に係る開閉装置の動作を説明する斜視図である。
【図３】本発明に係る開閉装置の動作を説明する斜視図である。
【図４】本発明に係る開閉装置の動作を説明する斜視図である。
【図５】フレキシブルケーブルの引き回し状態を模式的に示す説明図である。
【図６】本発明に係る開閉装置のスライド手段の動作を説明する斜視図である。
【図７】本発明に係る開閉装置のスライド手段の動作を説明する斜視図である。
【図８】本発明に係る開閉装置のスライド手段の動作を説明する斜視図である。
【図９】本発明に係る開閉装置のスライド手段の斜視図である。
【図１０】本発明に係る開閉装置の分解斜視図である。
【図１１】本発明に係る開閉装置のチルト動作を説明する説明図であり、（ａ）図はチル
ト動作開始前の状態を示し、(ｂ)図はチルト動作途中の状態を示し、(ｃ)図はチルト動作
終了時の状態を示している。
【図１２】本発明に係る開閉装置のチルト動作終了時におけるフレキシブルケーブルの部
分の縦断面図である。
【図１３】従来公知の開閉装置を模式的に示す説明図であり、（ａ）図から（ｃ）図は第
１の筐体に対する第２の筐体のスライド動作時におけるフレキシブルケーブルの状態を説
明するものであり、（ｄ）図は第１の筐体に対する第２の筐体のチルト動作時におけるフ
レキシブルケーブルの状態を説明するものである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明を実施する開閉装置としての実施形態は、小型電子機器の第１の筐体と第２の筐
体を相対的に開閉させるものであって、前記第１の筐体に取り付けられたリンク手段と、
このリンク手段の可動部に取り付けられたスライドベース部材を有するスライド手段とか
ら成り、前記リンク手段は前記スライドベース部材を水平状態より上下方向へ旋回させて
リフトダウン及びリフトアップ動作させるリンク手段を備えており、前記スライド手段は
前記第２の筐体側へ取り付けられ前記スライドベース部材に対してスライド可能に係合さ
せたスライドプレートと、このスライドプレートと前記スライドベース部材との間に弾設
した弾性手段とをさらに有するものとすることであり、また、このような構成の開閉装置
を第１の筐体と第２の筐体の間に取り付けた小型電子機器とすることである。
【００１６】
　以下に本発明を小型電子機器の１例としてのポケット型コンピュータに実施した場合に
ついて説明するが、本発明に係る開閉装置は、ポケット型コンピュータ以外のＰＤＡ、電
子辞書、携帯電話機等の小型電子機器に用いることができる。
【実施例１】
【００１７】
　図面によれば図１乃至図１２において、指示記号１は、例えばポケット型コンピュータ
を概略的に示すものであり、このポケット型コンピュータ１は、上面にキーボード部２ａ
を有する第１の筐体２と、上面にディスプレイ部３ａを有する第２の筐体３と、第１の筐
体２と第２の筐体３の間に取り付けられた開閉装置４とで構成されており、開閉装置４は
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さらに、スライド手段５と、リンク手段６と、フリクション手段７とで構成されている。
【００１８】
　第１の筐体２の後端部両側には、とくに図１０に示されたように、リンク手段６の取付
部材８、８のベース部８ａ、８ａを取付ネジ２０、２０で取り付ける取付凹部２ｂ、２ｂ
と、この各取付凹部２ｂ、２ｂを繋ぎジョイントアーム９を収容させる収容溝部２ｃが設
けられ、図５に示されたように、この収容溝部２ｃに設けた挿通孔２ｄから第１の筐体２
内の第１回路基板１０に接続させたフレキシブルケーブル１１が導出され、第２の筐体３
に設けられた挿通孔（図示は省略）及びスライドプレート１６の切欠１６ｃを介して当該
第２の筐体３内部へ導かれ第２回路基板１２に接続されている。
【００１９】
　スライド手段５は、とくに図６乃至図１０に示したように、基板１３ａと、この基板１
３ａの両側部に設けられた断面略横Ｕ字形状の取付溝１３ｂ、１３ｂを有し、リンク手段
６のジョイントアーム９に第２リンクピン１９を介して回転可能に取り付けられたスライ
ドベース部材１３と、このスライドベース部材１３の取付溝１３ｂ、１３ｂに取り付けた
断面略横Ｕ字形状の摺動促進部材１５、１５に設けたガイド溝１５ａ、１５ａにその両側
部のレール部１６ａ、１６ａをスライド可能に挿通させて、第２の筐体３の下面へ取り付
けられた平面略矩形状を呈したスライドプレート１６と、このスライドプレート１６とス
ライドベース部材１３の両側部との間に弾設された、例えばスネークスプリング等から成
る一対の弾性手段１７、１７とで構成されている。尚、図１０に指示記号１６ｂ、１６ｂ
で示されたものは、弾性手段１７、１７の一端部１７ａ、１７ａを取付ピン１８ａ、１８
ａで取り付けるための取付孔である。また、スライド手段５は図示のものに限定されない
。スライドベース部材があって、これに対して第２の筐体がスライド可能に取り付けられ
ていれば良い。
【００２０】
　尚、スライドベース部材１３に指示記号１３ｃで示したものはケーブル挿通用の切欠で
ある。また、第１リンクピン１４には、一端部にフランジ部１４ａを、他端部にＥリング
２７を取り付ける周溝１４ｂが設けられている。さらに、指示記号２２で示したものは、
スライドベース部材１３のベースカバーである。このベースカバー２２は、隆起部２２ａ
とスライドベース部材１３の巻込み部１３ｅ、１３ｅを挿通させる挿通角孔２２ｂが設け
られている。弾性手段１７、１７の一端部１７ａ、１７aは、スライドプレート１６に取
付ピン１８ａ、１８ａを介して旋回可能に取り付けられ、他端部１７ｂ、１７ｂはスライ
ドベース部材１３の両側部に設けた取付片１３ｄ、１３ｄに回転可能に取り付けたスプリ
ングホルダー１８ｂ、１８ｂに旋回可能に取り付けられている。さらに、図１０において
、指示記号２６、２６で示したものは、第１リンクピン１４の両端部と取付部材８、８の
側板８ｂ、８ｂの間に介在させるスペーサーパイプである。また、とくに図１０において
、指示記号１６ｃで示されたものは、フレキシブルケーブル１１を挿通させる切欠である
。
【００２１】
　リンク手段６は、とくに図１０と図１１に示したように、第１の筐体２の取付凹部２ｂ
、２ｂに取り付けた断面略Ｌ字形状の取付部材８、８と、この取付部材８、８の側板８ｂ
、８ｂに設けた取付孔８ｃ、８ｃに第１リンクピン１４を介して回転可能に取り付けたジ
ョイントアーム９とで構成されている。この第２リンクピン１９、１９の各１端部にはフ
ランジ部１９ａ、１９ａが設けられ、このフランジ部１９ａ、１９ａに続く変形部１９ｂ
、１９ｂは断面４角形を呈している。ジョイントアーム９は、その下端部長手方向に第１
リンクピン１４を回転可能に挿通させる連結孔９ａが設けられ、上端部長手方向にはその
両端部に設けられた連結部９ｂ、９ｂと中央部に設けられた中央連結部９ｃに、第２リン
クピン１９、１９を挿通させる連結孔９ｄ、９ｄと中央連結孔９ｅが設けられている。連
結孔９ｄ、９ｄは断面４角形状の孔であり、第２リンクピン１９、１９の変形部１９ｂ、
１９ｂを挿通させている。第２リンクピン１９、１９はまた、スライドベース部材１３の
巻込み部１３ｅ、１３ｅを、ジョイントアーム９の連結部９ｂ、９ｂと中央連結部９ｃへ
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回転可能に連結させている。尚、第２リンクピン１９、１９は１個にしても良く、その場
合にはＥリングを用いて軸方向の移動を規制しても良い。
【００２２】
　フリクション手段７は、第１の筐体２側へ取り付けた取付部材８に第１リンクピン１４
を介して回転可能に取り付けられたジョイントアーム９と、第２の筐体３へ取り付けたス
ライドプレート１６をスライド可能に支持するスライドベース部材１３に設けられた一対
の巻込み部１３ｅ、１３ｅと、ジョイントアームの自由端側に設けた連結部に固定されて
巻込み部１３ｅ、１３ｅに圧入された第２リンクピン１９、１９とで構成されている。尚
、この第２リンクピン１９、１９はこれを１本とすることは可能である。このフリクショ
ン手段７は、実施例のものが構造簡単でシンプルな製作コストの安価な構成となるが、こ
の実施例のものに限定されない。それはさまざまな公知の手段を用いることができる。
【００２３】
　尚、フリクション手段は、第１リンクピン１４と、ジョイントアーム９の連結孔９ａと
の間に設けることも好ましいが、このジョイントアーム９は取付凹部２ｂ内にあってチル
ト動作時に動きが規制されることと、チルト動作時に第２の筐体３の前端下部が第１の筐
体２の上面へ当ることによって動きが規制されることから、必須のものではない。
【００２４】
　ガイド手段２４は、とくに図１０と図１１に示したように、スライドベース部材１３の
両端部へ取付ネジ２１ｄ、２１ｄ、２１ｄによりベース部２１ａ、２１ａを取り付けた、
例えば合成樹脂から成るガイド部材２１、２１と、取付部材８、８の側板８ｂ、８ｂに傾
斜させて設けたガイド溝８ｄ、８ｄとで構成されている。ガイド部材２１、２１は、ベー
ス部２１ａ、２１ａより延設させた支持腕部２１ｂ、２１ｂの先端に設けられたガイド部
２１ｃ、２１ｃを有し、このガイド部２１ｃ、２１ｃをガイド溝８ｄ、８ｄへフリクショ
ン摺動可能に嵌入させている。尚、このガイド手段２４は、ガイド部２１ｃ、２１ｃをガ
イド溝８ｄ、８ｄへ摺動可能に圧入することにより、フリクション手段とすることは可能
である。このように構成したフリクション手段は、上記したフリクション手段７と一緒に
設けても良いし、単独で設けても良い。
【００２５】
　図１０に指示記号２３、２３で示したものは、長溝２３ａ、２３ａを有する取付凹部２
ｂ、２ｂのカバーであり、取付ネジ２５で取付凹部２ｂ、２ｂに取り付けられ、その上部
を覆っている。長溝２３ａ、２３ａにはガイド部材２１、２１の支持腕部２１ｂ、２１ｂ
が挿通させられるものである。また、図１０に指示記号２８、２８で示したものは、ガイ
ド部２１ｃ、２１ｃに嵌めるスペーサーリングである。また、フリクション手段７も実施
例のものに限定されない。それは、リンク手段６そのものに設けても良い。
【００２６】
　次に、本発明に係る開閉装置並びにこの開閉装置を用いた小型電子機器の作用効果につ
いて説明する。
【００２７】
　まず、図１に示した第１の筐体２に対して第２の筐体３が閉じられた閉成状態において
は、図６と図１０に示したように、スライド手段５の弾性手段１７、１７がスライドベー
ス部材１３を介して第２の筐体３を閉成方向へ押しているので、第２の筐体３は閉成状態
で第１の筐体２に対しロックされている。
【００２８】
　今、ポケット型コンピュータ１の使用を行なうべく第１の筐体２を片手に持ってもう一
方の手で第２の筐体３を開成方向へ押すと、スライド手段５の弾性手段１７、１７の弾力
に抗して第２の筐体３が第１の筐体２に対してスライドして開き、弾性手段１７、１７が
旋回動作して圧縮された後、伸張する方向へ旋回するので、第２の筐体３は第１の筐体２
に対して自動的にスライドして開かれることになる。
【００２９】
　一方リンク手段６の方は、第１の筐体２に対して第２の筐体３をチルトアップしようと
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しても、第２の筐体３の前端部側の下端部が第１の筐体２の上面に当たるので、スライド
手段５による開成動作が終了する間際までリンク手段６によるチルトアップ動作を行なう
ことができない。
【００３０】
　また、フリクション手段７は、第２の筐体３の第１の筐体２に対するスライド動作時に
は、スライドベース部材１３がチルトアップ動作に伴う回転をすることがないので、第２
リンクピン１９、１９の回りをスライドベース部材１３の巻込み部１３ｅ、１３ｅが回転
することはないことから、スライド手段５によるスライド動作時にフリクション動作はな
されない。
【００３１】
　スライド手段５による開成方向へのスライド動作が、図示してないストッパー手段によ
り、図１１の（ａ）に示したように、停止した状態において、第２の筐体３の後端部側を
引き起こすチルトアップ動作を行なうと、リンク手段６のジョイントアーム９が、図１１
の（ｂ）に示したように、第２の筐体３の引き起こし動作と共に起き上がり、かつ、第２
の筐体３の前端部側が後方へ若干スライドしつつチルトアップ動作がなされることになる
。
【００３２】
　その際に、フリクション手段７のスライドベース部材１３の巻込み部１３ｅ、１３ｅが
、ジョイントアーム９の連結部９ｂ、９ｂに固定させた第２リンクピン１９、１９の回り
を圧接状態で回転することになるので、フリクショントルクが発生し、第２の筐体３を任
意の使用者が見やすいチルト角度で停止させることができる。
【００３３】
　さらに、このチルトアップ動作時においては、ガイド手段２４のガイド部材２１、２１
のガイド部２１ｃ、２１ｃが取付部材８、８のガイド溝８ｄ、８ｄ内を摺動する動作がな
され、第２の筐体３の第１の筐体２に対するチルト角度は、ガイド部２１ｃ、２１ｃがガ
イド溝８ｄ、８ｄの終端部に達することで規制され、その最大チルト角度は実施例のもの
で３５度前後であるが、このチルト角度に限定されない。
【００３４】
　そして、第２の筐体３が第１の筐体２に対してチルトアップされた状態においては、ジ
ョイントアーム９が起き上がり、第１の筐体２と第２の筐体３の後端部側を塞ぐので、通
常であると第１の筐体２の後部と第２の筐体３の後部との間の間隙からフレキシブルケー
ブル１１が露出して見えてしまうが、本発明に係る開閉装置４は、とくに図４と図１２に
示したように、ジョイントアーム９で覆い、このフレキシブルケーブル１１が見えないよ
うにすることができたものである。
【００３５】
　チルトアップされた第２の筐体３は、これを後方へ倒すことによって元位置に戻り、水
平状態となるので、第２の筐体３を第１の筐体２に対して手前側へ押すと、スライド手段
５により最初は弾性手段１７、１７の弾力が作用しているが、その弾力に抗してスライド
して閉じられ、中間閉成位置から弾性手段１７、１７の作用方向が変わり、第２の筐体３
は第１の筐体２に対して自動的に閉じられ、その閉成状態でロックされることになる。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　本発明は以上のように構成したので、第２の筐体を第１の筐体に対して水平方向へスラ
イドさせて開閉できた上で、開成動作間際から第２の筐体３を第１の筐体２に対して若干
後方へスライドさせつつチルトアップさせることができることから手元が広くなり、操作
しやすくなる上に、第２の筐体の第１の筐体に対するチルトアップ時に、フレキシブルケ
ーブルなどが外部へ露出して見苦しくならないことから、ポケット型コンピュータ、ＰＤ
Ａ、電子辞書及び、携帯電話機といったような小型電子機器の開閉装置として好適に用い
ることができるものであり、また、小型電子機器としても新しい機能効果を有する機器を
提供することができるものである。
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【符号の説明】
【００３７】
　１　ポケット型コンピュータ
　２　第１の筐体
　３　第２の筐体
　４　開閉装置
　５　スライド手段
　６　リンク手段
　７　フリクション手段
　８　取付部材
　８ａ　ベース部
　８ｄ　ガイド溝
　９　ジョイントアーム
　９ｂ　連結部
　１３　スライドベース部材
　１３ｅ　巻込み部
　１４　第１リンクピン
　１５ａ　ガイド溝
　１６　スライドプレート
　１７　弾性手段
　１９　第２リンクピン
　２１　ガイド部材
　２１ａ　ベース部
　２１ｂ　支持腕部
　２１ｃ　ガイド部
　２４　ガイド手段
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